
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、国税庁による申告期
限の延長が決定されました。町においても、発熱等の体調不良や特別
な事情により３月１６日までに来庁するのが困難な方に配慮して役
場窓口での申告受付期限を４月１６日まで延長します。 
 
 
 
 

 

 

 
 
新型コロナウイルス感染拡大防止対策等により、下記の入浴施設が

臨時休館している場合がありますので、ご利用の際は、事前に入浴施
設へお問合せいただきますようお願いいたします。 
 

施設名 問合せ 

大和旅館 75-2415 

北海ホテル 75-2325 

ホテルグランドトーヤ 75-2288 

洞爺観光ホテル 75-2111 

ホテル万世閣 73-3500 

洞爺湖温泉ホテル華美 75-3000 

洞爺いこいの家 82-5177 

 

 

 

裏面につづく 

【確定申告受付期限延長について】 

 

№４ 令和２年３月１４日発行 洞爺湖町新型コロナウイルス感染症対策本部 

■受付期限 ３月１６日（月）→４月１６日（木）に延長 
■振替納税の期日 所得税は５月１５日（金）、消費税は５月１９日

（火）に延期 
■問合せ 税務財政課税務グループ（☎74-3003） 
 
 

【洞爺湖町入浴券及び高齢者入浴助成券利用の皆様へ】 

】 

】 

 



 

 

町内の小・中・高等学校の臨時休校の期間は下記のとおりとなって
います。 

 

 期 間 

町内全小中学校 ２月２７日（木）～３月２４日（火）予定 

虻田高校 ３月 ２日（月）～３月２４日（火）予定 

 

 臨時休校中における児童生徒の心身の健康状態や家庭学習状況等の
把握を行うため、各小中学校で日時を決めて、分散型の登校を実施し
ます。なお、１回の登校で６０分程度の短時間で実施するとともに、
各校２～３回実施する予定です。 
 

 

 

 

次の施設の臨時休館期間を３月３１日まで延長しました。 

   〔令和２年３月１３日現在〕 

施設名称 休館 担当・連絡先 

健康福祉センタートレーニング室 2/29～3/31まで 

健康福祉センター

（76-4006） 

洞爺ふれ愛センタートレーニング室 2/29～3/31まで 

地域交流センター 2/28～3/31まで 

子育てサロン 

（地域交流センター、洞爺ふれ愛センター内） 

2/28～3/31まで 

町内各集会所（一般利用のみ使用不可） 2/29～3/31まで 住民課（74-3002） 

洞爺ふるさと交流センター 2/29～3/31まで 庶務課（82-5111） 

農業研修センターとれた集会施設 3/1～3/31 まで 農業振興課（89-3000） 

 

【町内小・中・高等学校の臨時休校及び「分散登校日」について】 

】 

】 

 

■問合せ 教育委員会管理課学校教育グループ（☎74-3009） 
 

【町内公共施設の臨時休館の延長】 

】 

】 

 

※その他の施設は、前回の新聞折込でお知らせしたとおり３月３１日までの休

館となります 

 


